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原子燃料の輸送に係わる安全規制の流れ

輸送物の設計承認
陸上輸送を含む場合 ： 原子力規制委員会又は国土交通省
船舶輸送のみの場合 ： 国土交通省
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陸上輸送 ： 公安委員会

船舶輸送 ： 管区海上保安本部
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輸送物の確認 輸送方法の確認 輸送の届け出 核物質防護取決め
の締結確認

陸上輸送の場合、輸送業者による先導車、警備車等
の併走車が付けられる


